
Step4 応援券と引換えにお客様へ飲食を提供（使用期限1/31まで）
※応援券は購入したお店でのみ使用可能

Step2 船引町商工会より参加店へ応援券を配布
※個人店用 額面1,200円（200円ﾌﾟﾚﾐｱﾑ）、配布上限なし
※法人店用 額面1,100円（100円ﾌﾟﾚﾐｱﾑ）、配布上限なし

Step5 お客様から回収した応援券で船引町商工会へﾌﾟﾚﾐｱﾑ分を請求

※11月末までの回収分を12月上旬に請求
※1月末までの回収分を2月中旬に請求

Step3 配布された応援券をお客様へ販売
※1枚1,000円で一人あたりの購入枚数制限なし

※応援券使用期限は令和3年1月31日（日）まで

Step1 【福島県商工会連合会】ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載の申込用紙で参加申込
※ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ記載の募集要項も必ずご確認ください。

福島県飲食店応援前払利用券事業

船引町商工会 ℡0247-82-4264

取 扱 店 募 集 中 !!
【申込期限】 令和2年12月28日（月）まで

【お申込み・お問合せ先】

福島県商工会連合会

※8月末までの回収分を9月上旬に請求


